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1 説明会の概要 

1-1 事業者の氏名および住所 

事業者の名称：株式会社兵庫環境 

代表者の氏名：代表取締役 松岡 成二 

事業者の住所：神戸市中央区古湊通二丁目 2 番 28 号 

 

1-2 対象事業の名称 

(仮称)白川地区土地造成事業 

 

1-3 説明会の開催概要 

(1)説明会の開催日時 

令和元年 10 月 31 日(木)10:00～11:00 

 

(2)会場名 

北須磨文化センター 中会議室 

 

(3)会場の収容人数および会場の所在地 

会場の収容人数：30 名 

会場の所在地：神戸市須磨区中落合 3 丁目 1-2 

 

(4)対象とした地域 

神戸市須磨区 

 

(5)市民の出席者数 

5 名 

 

(6)事業者側出席者 

(株)兵庫環境    ：3 名  

(株)ケーティーエス ：2 名 

 

(7)周知の方法 

須磨区民広報紙(令和1年11月号)に事前配慮書説明会の開催案内を掲載し、須磨区民に周知した。

また事業着手から説明してきた白川自治会にお知らせした。 

  



2 説明会の実施結果 

2-1 説明の内容 

事業者による自己紹介のあと、事前配慮書のあらましについて説明した。説明の内容および説明者を

表 2-1 に示す。 

表 2-1 説明の内容および説明者 

 

 

2-2 質疑応答の内容 

説明のあと質疑応答をおこなった。内容を表 2-2 に示す。 

表 2-2 質疑応答の内容 

 

説明の内容 説明者

事業の概要 (株)兵庫環境

計画案の概要
防災の考え方

(株)ケーティーエス

重要な項目の予測評価
(水質・土壌・地形・地質・植物・動物・生態系)

(株)ケーティーエス

総合評価 (株)ケーティーエス

質疑 応答

A)山の中で住宅から離れているが,(このような環境影
響評価を)するものなのか.

市の条例に基づき環境影響評価をおこない,今日報
告させてもらっている.

B)白川の他の地区で工事をしているか.白川はダンプ
が多く,どこで工事をしているか疑問である.

・当社が工事するのは1箇所である.他の工事は把握
していないが,現在工事予定地周辺を走っているトラッ
クは,前田道路他プラント関係の車両が多いのではな
いか.
・今後の当社の工事では,トラックをできるだけ分散さ
せて運行するように計画している.
・交通量調査によると県道の交通量に与える影響は
1%未満で,当社の工事が始まっても,大きく変化しない
と予測している.

C)土を入れた後は住宅にするのか.
・事業予定地は市街化調整区域で,建物を建てる用
途が規制されている.資材置き場程度を予定している.

C)1期工事が終わったらどのような場所になるのか.
・法面と平地になり,種子吹き付けをして緑にする予定
である.

C)2期工事が終わったらどうか. ・仕上げは1期工事と同じである.

C)事業予定地へはどの道を通るのか.一般の車両も入
れるか.

・事業予定地は阪神高速の下に位置していて,前田
道路がある細い道の奥にある.一般車両も通れる道で,
ボックスカルバートをくぐった先に事業予定地がある.
私有地であるので,普段はボックスカルバート前にある
ゲートで,出入りを管理している.

C)私たちは須磨ニュータウンでこどもを対象にしたボラ
ンティアグループをつくっていて,白川の植物化石をみ
る活動ができないかと考えている.化石がでたら見せて
もらったり,化石がありそうな岩をもらえないか協力願い
たい.

・今のところ化石らしいものは出てきていない.工事は
主に盛り土をするので,岩を掘り出すことは少ない.
・管理道沿に一部,化石が含まれているかもしれない
岩があるので,そこを観察していただくか,同様の岩を集
めておいて,それを割って探してもらうのは協力できる.

C)化石が含まれている可能性があるので,岩を残しても
らったら,割って探したい.こどもの学習にぜひ活用した
い.

(説明会の後,C氏から名刺をいただき連絡できるように
した)
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事業計画の内容 

1 事業者の氏名および住所 

事業者の名称：株式会社兵庫環境 

代表者の氏名：代表取締役 松岡 成二 

事業者の住所：神戸市中央区古湊通二丁目 2 番 28 号 

 

2 対象事業の名称 

(仮称)白川地区土地造成事業 

 

3 事業計画案 

■事業の種類 

陸域の土砂埋立または盛土 

 

■事業予定地の位置 

神戸市北区山田町下谷上字中一里山 

神戸市須磨区白川字地蔵坊 

 

■事業の立案経緯 

現在までの事業の経緯は以下のとおりである。 

平成 29 年 1 月 : 事業区域 3.7148ha の林地開発許可取得 

平成 29 年 1 月 : 1 期工事着手 

今回の事業の拡張にあたり、自然地の改変面積が計 9.9ha となり、神戸市環境影響評価等に関

する条例 第 2 条第 3 項の第 2 類事業に該当することから、環境影響評価を実施する。 

 

■事業の目的 

東日本大震災や西日本豪雨などの大規模な災害や東京オリンピックに関連し、近年建設ラッシュ

が続いており、それにともなって建設残土の受入地が切迫している状況である。 

事業予定地は神戸市内の市街化調整区域内に位置し、現在また将来的に住宅から離れた立地

にある。かつ神戸および周辺からのアクセス性がよく、事業予定地に土砂の受入地を設けることは、

交通渋滞や大気汚染の抑制効果が期待できる。 

社会情勢の変化などにより放置された耕作地と山林であった事業予定地を、土砂受入地として利

用することを事業目的とする。 

 

■事業地面積 

事業地面積 17.5ha(うち改変面積 9.9ha) 

 

■事業スケジュール 

1 期工事：2017～2019 年 

2 期工事：2020～2024 年 
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図 1-3-3 1 期工事計画平面図図 1-3-3 1 期工事計画平面図
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図 1-3-6 2 期工事計画平面図 (A 案 )図 1-3-6 2 期工事計画平面図 (A 案 )
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環境への配慮 

1 環境影響の評価 

調査項目から重要な評価項目を選定し、検討案 A,B,C 案を比較した結果、A 案を採用した。 

 
 

2 環境配慮上の重点事項 

■事業計画 

・改変地の外周に既存林を保存し、事業予定地まわりの森林との連続性と緑量を確保する 

・森林法の基準に準拠して造成する 

・大きな面積を占める法面および広場の緑化を図る 

 

■工事の施工計画 

・植栽(樹木)は、既存樹木の移植を優先する 

・植栽または種子吹付する場合は、ブラックリストにある植物が混入していないか留意する 

・工事関係車両の台数を平準化する 

・低排出ガス型、低騒音・振動型の建設機械を採用する 

7



・気象によっては、飛砂防止に散水をおこなう 

・受入土は良質な土砂に限り、意図しない有害物質の侵入を防ぐ 

・事業対象地の降水は、調整池を経由させることにより、濁水の流出を防止する 

・表土は埋土種子とともに保存し、植栽基盤に利用する 

・伐採木は再資源化企業と連携し、再利用を図る 

・保存森林と草地の間に設置する水路は、小型動物の移動の支障にならず、両生類の産卵場になる

素掘り側溝とする 

 

■工事後の管理計画 

・定期的な水質調査を継続し、有害物質の監視体制を構築する 

・豪雨発生時には随時巡視・点検をおこない、濁水の流出が生じていないか管理する 

・森林は必要に応じて間伐などの管理をおこない、草本層から高木層まで階層構造があり、多様性が

高い林に誘導する 

・草地はススキ群落を目標とし、定期的に草刈りする 

・調整池で堆砂が進んだ場合は、かいぼりをして水草と水生生物を避難させたあとに、必要水量を確

保できるよう池底を掘削する 

・事業予定地内でブラックリストにある外来生物を発見した場合は、事業予定地内で処分する 

 

■その他事前配慮の実施に係る事項 

1期工事から引き続き、受入土から有害物質が溶出していないことを確認するために、調整池にて採

水し、水質調査を実施する。測定値が環境基準を超過した場合は、神戸市に報告するとともに、汚染

土壌の浄化など対策を検討・実施する。 

2 期工事に先立ち現地調査を実施し、重要な植物種の有無を確認する。存在を確認した場合には、

神戸市に報告するとともに、移植などの保全措置を検討・実施する。 
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資料2　説明会広報資料
(須磨区民広報紙 令和1年11月号)




